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告 示 (第567号－第600号)

○急傾斜地崩壊危険区域の指定 (砂 防 課) ２

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) ２

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) ３

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○基本測量の終了 (県土整備総務課) ３

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ４

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ４

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ４

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ４

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ５

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ５

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ５

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ５

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ６

○青少年に有害な図書類の指定 (青 少 年 課) ６

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ６

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ６

○救急病院等の認定 (医療指導課) ７

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (下 水 道 課) ７

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (下 水 道 課) ７

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (下 水 道 課) ８

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (下 水 道 課) ８

○屋外広告物を表示し､ 又は屋外広告物を掲出する物件を設置しよう

とするとき､ 知事の許可を受けなければならない町村の指定の一部

改正 (公園街路課) ８

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ９

○土地改良区の役員の退任 (農村整備課) ９

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) ９

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) ９

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) 10

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 (公園街路課) 10

○道路の区域の変更 (道路維持課) 10

○道路の供用の開始 (道路維持課) 13

○道路の供用の開始 (道路維持課) 13

○道路の供用の開始 (道路維持課) 13

公 告

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (自然環境課) 14

○大牟田川水系に係る河川整備基本方針 (河 川 課) 14

○釣川水系に係る河川整備基本方針 (河 川 課) 14

○城井川水系に係る河川整備計画 (河 川 課) 14

○遠賀川上流圏域に係る河川整備計画 (河 川 課) 14

○遠賀川下流左岸圏域に係る河川整備計画 (河 川 課) 14

○福岡県国際文化情報センターの利用料金の承認 (県民文化スポーツ課) 15

○平成22年度福岡県ふぐ処理師試験の合格者の発表 (保健衛生課) 25

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 (建築指導課) 26

○大規模小売店舗立地法第11条第３項の規定に基づく承継の届出

(中小企業振興課) 26

○建築基準法に基づく総合的設計による一団地の区域の認定

(建築指導課) 27

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

目 次

���������	


 � � � � 

�
�
	
�
�


�

�
�

�
�

�
>
?
2
?
@
�



○福岡県農業振興地域整備基本方針の変更 (農山漁村振興課) 27

公安委員会

○福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

(警察本部交通規制課) 49

○少年指導委員の委嘱 (警察本部少年課) 52

内水面漁場管理委員会

○コイヘルペスウイルス病のまん延防止のための指示 (水産振興課) 55

○ブルーギルの駆除推進水域の指定 (水産振興課) 55

雑 報

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 55

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 56

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 56

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 57

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 57

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 58

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 59

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 59

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 60

○西日本宝くじの発売条件等 (財 政 課) 60

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 61

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 61

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 62

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 62

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 62

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 63

○西日本宝くじの発売 (財 政 課) 63

福岡県告示第567号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和44年法律第57号) 第３条第１項

の規定に基づき､ 次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定したので､ 同条第

３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 区域の名称 御徳二区

２ 区域の所在地 鞍手郡小竹町大字御徳

３ 土地の表示

次に掲げ番の土地に存する標柱番号１号から12号までを順次結んだ線及び標柱番号

１号と12号とを結んだ線に囲まれた区域

福岡県告示第568号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成20年３月福

岡県告示第460号北九州都市計画道路事業３・３・18号３号線の変更を認可したので､

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称
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告 示

郡 町 大字 字 地 番 標柱番号

鞍手 小竹 御徳 口伝ヶ浦 1657番地先道路敷 １号

1661番１ ３号

1680番１ ４号､ ５号及び６号

1673番９ ７号

1666番１ ８号

1663番４ ９号

1660番２ 10号

1659番１ 11号及び12号

雀堂 1877番７ ２号

�



北九州都市計画道路事業３・３・18号３号線

２ 事業施行期間

平成10年３月25日から平成27年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成20年３月福岡県告示第460号の事業地に同じ

� 使用の部分

平成20年３月福岡県告示第460号の事業地に同じ

福岡県告示第569号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成18年３月福

岡県告示第687号北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (青山工区) の変

更を認可したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のよ

うに告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称

北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (青山工区)

２ 事業施行期間

平成12年３月６日から平成27年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成18年３月福岡県告示第687号の事業地のうち西王子町並びに山寺町並びに青

山二丁目及び三丁目内において事業地を変更する｡

� 使用の部分

平成18年３月福岡県告示第687号の事業地から青山二丁目を削る｡

福岡県告示第570号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成18年３月福

岡県告示第688号北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (穴生工区) の変

更を認可したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のよ

うに告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称

北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (穴生工区)

２ 事業施行期間

平成11年８月25日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成18年３月福岡県告示第688号の事業地に同じ

� 使用の部分

平成18年３月福岡県告示第688号の事業地に同じ

福岡県告示第571号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

田川市大字夏吉607番９､ 607番10､ 607番12から607番27まで､ 614番２､ 617番１及

び617番５から617番８まで

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市博多区東公園７－７

福岡県知事 麻生 渡

福岡県告示第572号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定により､ 国土交通省国土地理院
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長から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により

公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (一等磁気測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第573号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 宗像市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (２級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び期間

福岡県告示第574号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部九州新幹線建設局長

から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条において準用す

る同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (数値撮影デジタル)

２ 測量の実施地域及び期間

福岡県告示第575号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第576号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

豊前市 平成23年２月25日

実 施 地 域 実 施 期 間

宗像市赤間西地区 平成23年３月17日から
平成23年３月30日まで

実 施 地 域 実 施 期 間

福岡市､ 春日市､ 筑紫郡那珂川町､ 久留米
市､ 筑後市､ みやま市､ 大牟田市

平成23年３月３日から
平成23年７月１日まで

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市小倉南区 平成23年３月２日
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公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第577号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第578号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第579号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所長から次のように公共測量を終了し

た旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により

公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点・４級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第580号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成23年３月６日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

NPO法人ライフワーク

� 代表者の氏名
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市門司区大里元町 平成23年３月９日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市八幡東区東田一丁目外 平成23年３月３日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市門司区 平成23年３月10日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

田川市伊田地先 平成23年３月１日
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松尾 憲親

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市早良区南庄２丁目９番12号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 日本の雇用環境における求人をする事業者と求職者の双方にある問

題点の解決を目指すことによって､ 若年者が希望を持てる職業の選択､ 女性の能力

の活用及び高齢者の生きがいづくり等の雇用における支援事業を行い､ 良好で健全

な雇用状況の創出を図り､ 快適な社会の創造及び地域経済の振興に寄与することを

目的とする｡

福岡県告示第581号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

糟屋郡篠栗町大字金出字イタチベ3576番８

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

糟屋郡篠栗町大字津波黒557番地１

古屋 敦

福岡県告示第582号

福岡県青少年健全育成条例 (平成７年福岡県条例第46号) 第16条第１項の規定に基づ

き､ 次の図書類を青少年に有害な図書類として指定したので､ 同条第６項の規定により

告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第583号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

大牟田市大字勝立字勝負坂443番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大牟田市笹原町１丁目10番地 笹原テラス４棟１号

野田 新子､ 野田 啓二

福岡県告示第584号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 解除予定保安林の所在場所

八女市黒木町大淵字山中川内6244の２・6246の２ (以上２筆国有林)

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由
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種類 題 名 図書番号等 発行所 指定理由

図書 １ 実話時代４月号 雑誌15277－04 株式会社メディア
ボーイ

青少年の残虐性を
著しく助長し､ 又
は青少年の非行を
誘発し､ 若しくは
助長し､ その健全
な育成を阻害する
おそれがある｡

２ 実話ドキュメント
４月号

雑誌05267－４ 株式会社竹書房

�



道路用地とするため

福岡県告示第585号

救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第８号) 第１条第１項に規定する救急病

院及び救急診療所を次のように認定したので､ 同令第２条第１項の規定により告示する

｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第586号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成20年３月福

岡県告示第411号那珂川都市計画下水道事業那珂川公共下水道の事業計画の変更を認可

したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示

する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施工者の名称

那珂川町

２ 都市計画事業の種類及び名称

那珂川都市計画下水道事業那珂川公共下水道

３ 事業施行期間

昭和50年２月８日から平成29年３月31日まで

４ 事業地

� 収用の部分

平成20年福岡県告示第411号の事業地に､ 次の区域を加える｡

那珂川町大字別所 字井尻原､ 字上の原､ 字井手口の一部

変更なし

� 使用の部分

なし

福岡県告示第587号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成21年６月福

岡県告示第1052号八女都市計画下水道事業八女市公共下水道の事業計画の変更を認可し

たので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示す

る｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施工者の名称

八女市

２ 都市計画事業の種類及び名称

八女都市計画下水道事業八女市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和10年12月25日から平成28年３月31日まで

４ 事業地

� 収用の部分
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病院及び診療所の名称 所 在 地 有 効 期 間

宗像医師会病院 宗像市田熊５－５－３ 平成23年４月１日から
平成26年３月31日まで

福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院１－１－１

医療法人光竹会ごう脳神経外
科クリニック

筑紫郡那珂川町大字山田1150－
１

医療法人社団医王会朝倉健生
病院

朝倉市甘木151－４

田川市立病院 田川市大字糠1700－２

町立芦屋中央病院 遠賀郡芦屋町幸町８－30

医療法人健愛会健愛記念病院 遠賀郡遠賀町大字木守字江の上
1191

�



平成21年福岡県告示第1052号の事業地に､ 次の区域を加える｡

八女市 本村 字深町､ 字柳､ 字野田及び唐人町北裏の各字の一部

本町 字古賀中の全部並びに字唐人町北裏及び字東唐人町の各字の一部

大島 字今屋敷の全部並びに字八反田､ 字黄緑､ 字深町､ 字上節句田及

び字下節句田の各字の一部

納楚 字前田､ 字上前田､ 字牟田田､ 字万上田､ 字楠町､ 字船底､ 字錦

､ 字赤氏､ 字高島の全部並びに字柳､ 字古納楚､ 字大坪及び字西

鶴の各字の一部

馬場 字本町､ 字慈久母､ 字熊野の全部並びに字古賀中､ 字原出､ 字破

須輪､ 字水洗､ 字小枝及び字北屋敷の各字の一部

津江 字高島及び本西ノ前の各字の一部

� 使用の部分

変更なし

福岡県告示第588号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成19年10月福

岡県告示第1885号筑後都市計画下水道事業筑後市公共下水道の事業計画の変更を認可し

たので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示す

る｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施工者の名称

筑後市

２ 都市計画事業の種類及び名称

筑後都市計画下水道事業筑後市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和10年10月23日から平成25年３月31日まで

４ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

福岡県告示第589号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成19年10月福

岡県告示第1886号瀬高都市計画下水道事業みやま市公共下水道の事業計画の変更を認可

したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示

する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施工者の名称

みやま市

２ 都市計画事業の種類及び名称

瀬高都市計画下水道事業みやま市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和12年９月22日から平成28年３月31日まで

４ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

福岡県告示第590号

屋外広告物を表示し､ 又は屋外広告物を掲出する物件を設置しようとするとき､ 知事

の許可を受けなければならない町村の指定 (平成18年７月福岡県告示第1310号) の一部

を次のように改正し､ 平成23年３月30日から施行する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡
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表中の ｢二丈町､ 志摩町､ 大刀洗町､ 星野村｣ を ｢大刀洗町｣ に改める｡

福岡県告示第591号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

みやま市瀬高町大江字上ヒハ2328､ 2329－１､ 2329－２､ 2330－１から2330－３ま

で､ 2331－１､ 2331－３､ 2332－１から2332－３まで､ 2333－１､ 2333－２及び2333

－４並びに2335－１の一部及び2336の一部

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

みやま市瀬高町小川５番地

みやま市長 西原 親

福岡県告示第592号

福岡市金武吉武土地改良区から役員の退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24

年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

退任理事

福岡県告示第593号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成17年10月福

岡県告示第1933号行橋都市計画公園事業５・５・１号行橋総合公園の事業計画の変更を

認可したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように

告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施行者の名称

行橋市

２ 都市計画事業の種類及び名称

行橋都市計画公園事業５・５・１号行橋総合公園

３ 事業施行期間

平成17年10月14日から平成28年３月31日まで

４ 事業地

� 収用の部分

平成17年10月福岡県告示第1933号の事業地に同じ

� 使用の部分

なし

福岡県告示第594号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成18年３月福

岡県告示第680号北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (岸の浦工区) の

変更を認可したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次の

ように告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称

北九州都市計画道路事業３・４・88号中央町穴生線 (岸の浦工区)

２ 事業施行期間

平成11年８月25日から平成25年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成18年３月福岡県告示第680号の事業地に同じ
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氏 名 住 所

�木 勇雄 福岡市早良区飯倉４丁目37番６号

�



� 使用の部分

平成18年３月福岡県告示第680号の事業地に同じ

福岡県告示第595号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成19年３月福

岡県告示第633号北九州都市計画道路事業３・５・128号臨港１号線の変更を認可したの

で､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称

北九州都市計画道路事業３・５・128号臨港１号線

２ 事業施行期間

平成12年３月10日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成19年３月福岡県告示第633号の事業地に同じ

� 使用の部分

平成19年３月福岡県告示第633号の事業地に同じ

福岡県告示第596号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 平成18年３月福

岡県告示第684号北九州都市計画道路事業３・５・127号折尾中間線及び３・３・18号３

号線の変更を認可したので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定によ

り次のように告示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 事業の種類及び名称

北九州都市計画道路事業３・５・127号折尾中間線及び３・３・18号３号線

２ 事業施行期間

平成12年３月10日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

平成18年３月福岡県告示第684号の事業地に同じ

� 使用の部分

平成18年３月福岡県告示第684号の事業地に同じ

福岡県告示第597号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡
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県土整備
事務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延長(メ
ートル)

備 考

県 道
長 栖

線
高 橋

前

うきは市吉井町
八和田183番３
先から
うきは市吉井町
八和田246番８
先まで

10.4
～
35.0

480.0

うち県道
吉井恵蘇
宿線重用
延長115.
1メート
ル

後 同上
10.4
～
35.0

314.5

県 道
江 島

線
筑 後

前

久留米市城島町
江島340番１先
から
久留米市城島町
江島326番７先
まで

5.0
～
19.4

137.0
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久 留 米

後 同上
5.0
～
22.0

137.0

県 道
二 森

線
石 崎

前

小郡市八坂2305
番先から
久留米市宮ノ陣
町八丁島2082番
１先まで

8.4
～
8.5

140.0

後 同上
8.5
～
12.1

140.0

県 道
一丁田
久留米 線
停車場

前

久留米市中央町
２番48先から
久留米市城南町
３番19先まで

11.0
～
22.0

251.0

後 同上
11.0
～
22.0

251.0

南 筑 後 県 道
高 田

線
山 川

前

みやま市高田町
舞鶴1146番１先
から
みやま市高田町
舞鶴591番１先
まで

12.8
～
20.5

218.6

後 同上
12.8
～
28.0

218.6

前

京都郡苅田町磯
浜町一丁目17番
１先から
京都郡苅田町大
字南原2085番１
先まで

17.0
～
29.5

2,441.5

うち一般
国道10号
重用延長
1544.2 メ
ートル､
県道苅田
港線重用
延長232.0
メートル

京 築

県 道
門 司

線
行 橋 前 同上

40.0
～
64.2

1,211.1

後 同上
40.0
～
64.2

1,211.1

県 道
須磨園
南 原 線
曽 根

前

京都郡苅田町大
字下片島1197番
１先から
京都郡苅田町大
字下片島1142番
２先まで

11.0
～
13.5

189.0

後 同上
11.0
～
28.4

189.0

県 道
山 口

線
行 橋

前

京都郡苅田町大
字上片島1748番
１先から
行橋市行事七丁
目535番５先ま
で

4.4
～
32.5

1,802.2

後 同上
4.4
～
32.5

1,802.2

後 同上
9.0
～

100.0
2,222.1

うち一般
国道 201
号重用延
長 101.0
メートル
､ 県道須
磨園南原
曽根線重
用延長11
31.3メー
トル
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県 道
山 口

線
行 橋

前

京都郡苅田町大
字上片島2198番
１先から
京都郡苅田町大
字上片島2222番
２先まで

7.0
～
13.1

121.0

前 同上
7.0
～
9.0

124.3

後 同上
7.0
～
13.1

121.0

八 女
一 般
国 道

442 号

前

八女市矢部村矢
部564番１先か
ら
八女市矢部村矢
部398番１先ま
で

7.4
～
20.0

841.0

前

八女市矢部村矢
部564番１先か
ら
八女市矢部村矢
部105番先まで

7.5
～
14.0

965.0

後

八女市矢部村矢
部492番４先か
ら
八女市矢部村矢
部398番１先ま
で

7.4
～
14.0

307.0

後

八女市矢部村矢
部564番１先か
ら
八女市矢部村矢
部105番先まで

7.5
～
14.0

965.0

北 九 州

県 道
宮 田

線
遠 賀

前

遠賀郡遠賀町大字木守
2151番１先から
遠賀郡遠賀町大字木守
1204番１先から

15.0
～
20.4

220.8

後 同上
15.0
～
20.4

220.8

県 道
遠 賀
宗 像 線
自転車道

前

遠賀郡岡垣町大字原17番
19先から
遠賀郡岡垣町大字原670
番10先まで

3.0
～
36.5

430.0

後

遠賀郡岡垣町大字原17番
19先から
遠賀郡岡垣町大字原693
番１先まで

3.0
～
36.5

616.5

飯 塚

一 般
国 道

200 号

前

飯塚市桑曲161番１先か
ら
飯塚市桑曲174番３先ま
で

15.2
～
35.0

87.0

後 同上
15.2
～
46.0

87.0

一 般
国 道

211 号

前

嘉麻市牛隈1934番１先か
ら
嘉麻市牛隈1942番３先ま
で

7.4
～
8.8

160.0

後 同上
11.6
～
17.8

160.0

直 方 県 道
新 延

線
植 木

前

鞍手郡鞍手町大字新北
2013番１先から
鞍手郡鞍手町大字新北
2755番３先まで

10.0
～
20.0

610.0

後 同上
10.0
～
24.0

610.0

��



福岡県告示第598号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成23年３月30日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第599号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成23年３月31日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第600号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成23年４月１日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡
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県土整備
事務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

久 留 米
江 島

線
筑 後

久留米市城島町江島321番１先から
久留米市城島町江島196番９先まで

南 筑 後
高 田

線
山 川

みやま市高田町舞鶴1146番１先から
みやま市高田町舞鶴591番１先まで

京 築

496 号
京都郡みやこ町犀川下伊良原1923番８先から
京都郡みやこ町犀川下伊良原2032番先まで

496 号
行橋市大字福富1353番３先から
行橋市大字福富915番６先まで

吉 富
線

本耶馬溪
築上郡上毛町大字原井148番３先から
築上郡上毛町大字原井241番先まで

北 九 州

黒 山
線

広 渡
遠賀郡遠賀町大字鬼津1538番７先から
遠賀郡遠賀町大字島門4453番１先まで

遠 賀
宗 像 線
停 車 場

遠賀郡岡垣町大字内浦17番５先から
遠賀郡岡垣町大字原670番23先まで

田 川
猪 国
豊前桝田 線
停 車 場

田川郡川崎町大字安眞木7529番１先から
田川郡川崎町大字安眞木7575番４先まで

直 方
新 延

線
植 木

鞍手郡鞍手町大字新北2013番１先から
鞍手郡鞍手町大字新北2737番８先まで

県土整備
事務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

福 岡

町 川 原
線

赤 間
古賀市筵内1989番11先から
古賀市筵内2612番１先まで

町 川 原
線

福 岡
古賀市青柳1699番２先から
古賀市青柳1714番４先まで

久 留 米
二 森

線
石 崎

小郡市八坂2305番先から
久留米市宮ノ陣町八丁島2082番１先まで

県土整備
事務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

京 築
豊 津

線
椎 田

京都郡みやこ町豊津92番２先から
京都郡みやこ町豊津483番先まで

��



公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第4項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則 (

平成15年福岡県規則第23号) の一部改正を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/c02

/chojusaisoku22.html) に掲載するほか､ 福岡県環境部自然環境課に備え置きます｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

今回の改正は､ 九州地方知事会議政策協議 (政策連合) において取組みが行われて

いる各県の申請・届出等の様式統一化の一環として ｢指定猟法許可申請書｣ の形式的

な変更を行うものであり､ 軽微な変更に該当するため､ 福岡県行政手続条例に定める

意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 規則の公布日

平成23年３月30日

公告

河川法 (昭和39年法律第167号) 第16条第１項の規定に基づき､ ｢大牟田川水系河川

整備基本方針｣ を定めたので､ 同条第５項の規定により公表する｡

その関係図書については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県県土整備部河川課及び福岡県南筑後県土整備事務所に備え置く｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

河川法 (昭和39年法律第167号) 第16条第１項の規定に基づき､ ｢釣川水系河川整備

基本方針｣ を定めたので､ 同条第５項の規定により公表する｡

その関係図書については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所に備え置く｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

河川法 (昭和39年法律第167号) 第16条の２第１項の規定に基づき､ ｢城井川水系河

川整備計画｣ を定めたので､ 同条第６項の規定により公表する｡

その関係図書については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県県土整備部河川課及び福岡県京築県土整備事務所に備え置く｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

河川法 (昭和39年法律第167号) 第16条の２第１項の規定に基づき､ ｢遠賀川上流圏

域河川整備計画｣ を定めたので､ 同条第６項の規定により公表する｡

その関係図書については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

河川法 (昭和39年法律第167号) 第16条の２第１項の規定に基づき､ ｢遠賀川下流左岸

圏域河川整備計画｣ を定めたので､ 同条第６項の規定により公表する｡

その関係図書については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県県土整備部河川課､ 福岡県直方県土整備事務所及び福岡県北九州県

土整備事務所に備え置く｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡
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公 告
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公告

福岡県国際文化情報センター条例 (平成６年福岡県条例第23号) 第６条第２項の規定

に基づき､ 福岡県国際文化情報センターの利用料金を承認したので､ 同条第４項の規定

により次のように公示する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 名称

福岡県国際文化情報センター

２ 位置

福岡市中央区天神１丁目１番１号

３ 利用料金の承認年月日

平成23年３月18日

４ 利用料金

� 施設基本料金

ア � 福岡シンフォニーホール (単位：円)

� 福岡シンフォニーホール

(室内楽形式利用による小規模音楽公演) (単位：円)

別途 ｢室内楽形式｣ 変換費用が必要

イ イベントホール (単位：円)
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利用区分
入場料金等区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～16:00

夜 間
17:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

77,700 139,650 208,950 383,250

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

100,800 181,650 271,950 498,750

入場料の額が3,001円以上
の場合

131,250 237,300 355,950 652,050

土
・
日
・
祝
日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

92,400 166,950 250,950 459,900

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

120,750 217,350 325,500 597,450

入場料の額が3,001円以上
の場合

158,550 284,550 426,300 782,250

利用区分
入場料金等区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～16:00

夜 間
17:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

59,850 107,100 160,650 295,050

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

77,700 139,650 208,950 383,250

入場料の額が3,001円以上
の場合

100,800 181,650 271,950 498,750

土
・
日
・
祝
日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

71,400 128,100 193,200 353,850

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

92,400 166,950 250,950 459,900

入場料の額が3,001円以上
の場合

120,750 217,350 325,500 597,450

利用区分
入場料金等区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～16:00

夜 間
17:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

59,850 108,150 161,700 297,150

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

77,700 140,700 211,050 386,400

入場料の額が3,001円以上
の場合

101,850 183,750 275,100 505,050

商業展示の場合 153,300 276,150 413,700 758,100

��



ウ 国際会議場 (単位：円)

エ 文化情報ラウンジ

� 円形ホール (単位：円)

� セミナー室 (単位：円)

� 交流ギャラリー (単位：円)

�
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土
・
日
・
祝
日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

72,450 130,200 194,250 357,000

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

93,450 169,050 253,050 464,100

入場料の額が3,001円以上
の場合

122,850 220,500 330,750 606,900

商業展示の場合 183,750 330,750 496,650 910,350

利用区分
入場料金等区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～17:00

夜 間
18:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

79,800 103,950 103,950 259,350

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

103,950 135,450 135,450 337,050

入場料の額が3,001円以上
の場合

136,500 177,450 177,450 441,000

土
・
日
・
祝
日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

95,550 124,950 124,950 310,800

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

124,950 161,700 161,700 404,250

入場料の額が3,001円以上
の場合

162,750 212,100 212,100 528,150

利用区分
入場料金等区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～16:00

夜 間
17:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

9,450 16,800 23,100 44,100

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

12,600 22,050 29,400 57,750

日

入場料の額が3,001円以上
の場合

15,750 28,350 37,800 74,550

商業展示の場合 24,150 43,050 57,750 112,350

土
・
日
・
祝
日

入場料を徴収しない場合又は入
場料の額が1,000円以下の場合

11,550 19,950 27,300 52,500

入場料の額が1,001円以上
3,000円以下の場合

14,700 26,250 34,650 68,250

入場料の額が3,001円以上
の場合

18,900 34,650 46,200 89,250

商業展示の場合 28,350 51,450 69,300 134,400

利用区分
目的区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～17:00

夜 間
18:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

文化振興等 5,145 6,720 6,720 16,800

そ の 他 15,540 20,265 20,265 50,400

土
・
日
・
祝
日

文化振興等 6,195 8,085 8,085 20,160

そ の 他 18,690 24,255 24,255 60,480

利用区分
目的区分

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～17:00

夜 間
18:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

非営利目的 21,000 27,300 27,300 69,300

営利目的 64,050 82,950 82,950 207,900

��



オ 会議室 (単位：円)

カ 練習室 (単位：円)

備考

１ 利用時間には､ 準備及びあと片付けに要する時間を含むものとする｡
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土
・
日
・
祝
日

非営利目的 25,200 33,600 33,600 82,950

営利目的 76,650 99,750 99,750 248,850

会議室名
基 本 料 金
(３時間まで)

３時間を超え13時間まで
の１時間当たり加算額

(参考)
13時間利用

平

日

大会議室 69,615 6,825 137,865

501会議室 12,600 1,050 23,100

502会議室 10,080 840 18,480

503会議室 10,080 840 18,480

601会議室 17,640 1,470 32,340

602会議室 13,860 1,155 25,410

603会議室 12,600 1,050 23,100

604会議室 12,600 1,050 23,100

605会議室 16,380 1,365 30,030

606会議室 22,680 1,890 41,580

607会議室 23,940 1,995 43,890

608会議室 23,940 1,995 43,890

609会議室 10,080 840 18,480

701会議室 10,080 840 18,480

702会議室 10,080 840 18,480

703会議室 10,080 840 18,480

大会議室 85,995 6,825 154,245

501会議室 15,750 1,050 26,250

502会議室 12,600 840 21,000

503会議室 12,600 840 21,000

土
・
日
・
祝
日

601会議室 22,050 1,470 36,750

602会議室 17,325 1,155 28,875

603会議室 15,750 1,050 26,250

604会議室 15,750 1,050 26,250

605会議室 20,475 1,365 34,125

606会議室 28,350 1,890 47,250

607会議室 29,925 1,995 49,875

608会議室 29,925 1,995 49,875

609会議室 12,600 840 21,000

701会議室 12,600 840 21,000

702会議室 12,600 840 21,000

703会議室 12,600 840 21,000

利用区分
施設名

午 前
９:00～12:00

午 後
13:00～16:00

夜 間
17:00～22:00

終 日
９:00～22:00

平

日

練習室１ 3,675 7,350 11,130 19,950

練習室２ 1,365 2,835 4,200 7,560

練習室３ 1,365 2,835 4,200 7,560

練習室４ 735 1,365 2,100 3,780

練習室５ 735 1,365 2,100 3,780

土
・
日
・
祝
日

練習室１ 4,410 8,820 13,335 23,940

練習室２ 1,680 3,360 5,040 9,030

練習室３ 1,680 3,360 5,040 9,030

練習室４ 840 1,680 2,520 4,515

練習室５ 840 1,680 2,520 4,515

��



２ 利用区分

� 会議室を除く各施設

利用区分 ( ｢午前｣ ､ ｢午後｣ ､ ｢夜間｣ に区分した時間帯をいう｡ ) 内の一部

の時間の利用は､ 当該利用区分の全てを利用したものとみなす｡

� 会議室

ア ９時から22時までの間に､ ３時間以内で利用する場合､ 基本料金を徴収する｡

イ ９時から22時までの間に､ ３時間を超えて利用する場合､ 基本料金に超過した

時間数に応じた額を加算して徴収する｡ なお､ １時間以内の利用は､ １時間利用

したものとみなす｡

３ 入場料金等区分

� 入場料金とは､ 入場することに際し徴収される入場の対価及びこれに類するもの

をいう｡ なお､ 消費税等を徴収する場合は､ その額を含むものとする｡

� 入場料金に段階があるときは､ 当該入場料金の最高額をもって料金表を適用する

｡

� 連続利用等の催物で､ ｢通し券｣ で入場料金を徴収する場合は､ 当該通し券の料

金を入場できる日数又は回数で除した金額を１日又は１回当たりの入場料金とみな

して､ 料金表を適用する｡

� 福岡シンフォニーホールを会議､ 集会等に利用する場合で､ 当該入場料金が 1,000

円以下の時は､ ｢1,001円以上3,000円以下｣ の区分を適用する｡

� 福岡シンフォニーホール､ イベントホール､ 国際会議場又は円形ホールを企業の

冠イベント､ その他商業宣伝のための招待型等の催物に利用する場合で､ 当該入場

料金が 1,000円以下の時は､ ｢1,001円以上3,000円以下｣ の区分を適用する｡

� イベントホール及び円形ホールを平土間で利用する場合で､ 企業又はその連合体

が行う商品展示､ 商談会等については ｢商業展示｣ の区分を､ また､ 商業展示以外

の展示会等利用及びパーティ利用等については､ ｢3,001円以上及び非商業展示｣

の区分を適用する｡

ただし､ 円形ホールについては､ 物販行為はできない｡

４ 目的区分

� セミナー室

ア ｢文化振興等｣ とは､ 次のいずれかに該当するもので､ 館長が特に認めるもの

をいう｡

ａ 芸術文化に関するセミナー､ 発表会､ 交流会､ 研修会等 (以下 ｢セミナー等

｣ という｡ )

ｂ 地域文化に関するセミナー等

ｃ 国際的な学術文化に関するセミナー等

イ 上記のａ～ｃに該当するものであっても､ 次のいずれかに該当する場合は､ ｢

その他｣ を適用する｡

ａ 入場料金を徴するもの

ｂ 物販行為 (契約行為を含む｡ ) を行うもの

ｃ 企業内の内部会議又は企業の冠講座､ その他商業宣伝を目的とするもの

� 交流ギャラリー

ア ｢営利目的｣ とは､ 次のいずれかに該当するものをいう｡

ａ 入場料金を徴する場合

ｂ 物販行為 (契約行為を含む｡ ) を行う場合

ｃ 企業の冠イベント､ その他商業宣伝のための展示等に利用する場合

イ ｢非営利目的｣ とは､ 上記以外の展示等利用をいう｡

５ リハーサル等利用

リハーサル若しくは催物の準備又は整理等のため入場者を入れない状態 (以下 ｢リ

ハーサル等｣ という｡ ) で一の利用区分の全部を利用する場合､ 当該利用区分の利用

料金は､ 所定の利用料金の７割相当額 (百円未満四捨五入) とする｡ ただし､ 練習室

､ 会議室及びセミナー室については適用しない｡

６ 同一利用日内の２区分連続利用

同一利用日内において､ 午前及び午後又は午後及び夜間を連続して利用する場合､

各区分の所定の利用料金の合計額９割相当額 (百円未満四捨五入) とする｡

ただし､ リハーサル等利用の割引措置を受ける場合は､ これを適用しない｡ また､

｢終日料金｣ を午前､ 午後 及び夜間の各区分の利用料金の合計額よりも割り引く

措置についても､ リハーサル等利用の割引措置を受ける場合は､ これを適用しない｡

７ 超過利用料金
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� 会議室を除く施設において､ 同一利用日内の２区分連続利用以外の利用で､ 次の

時間を前後の利用区分と併せて利用する場合､ 次の超過料金 (百円未満四捨五入)

を徴収する｡

ア 12時から13時までは､ 当日の ｢午後｣ の入場料金区分による利用料金を３ (国

際会議場､ セミナー室及び交流ギャラリーは４) で除して得た額｡

イ 16時から17時まで (国際会議場､ セミナー室及び交流ギャラリーは17時から18

時まで) は､ 当日の ｢夜間｣ 入場料金区分による利用料金を５ (円形ホールは４

, 国際会議場､ セミナー室及び交流ギャラリーは３) で除して得た額｡

ウ 12時から13時まで又は16時から17時までをリハーサル等のため利用する場合は

､ 上記により算定して得た金額の７割相当額 (百円未満四捨五入) とする｡ なお

､ 上記時間の一部の利用は､ その全てを利用したものとみなす｡

� やむを得ない事情により会議室・練習室を除く施設において､ 22時以降､ 翌日の

９時までの間に施設を利用する場合は､ １時間ごとに､ 当該施設の ｢平日・夜間｣

の利用料金を５ (円形ホールは４ 国際会議場､ セミナー室及び交流ギャラリーは

３) で除して得た額の５割増 (百円未満四捨五入) の超過料金を徴収する｡

ただし､ 当該時間をリハーサル等のため利用する場合は､ １時間ごとに､ 上記に

より算定して得た１時間当たりの金額の７割相当額 (百円未満四捨五入) を徴収す

る｡ なお､ １時間以内の利用は､ １時間利用したものとみなす｡

� 22時から翌日の９時までの間に会議室を利用する場合は､ １時間ごとに､ 当該会

議室の平日の ｢１時間当たり加算額｣ に２を乗じて得た超過料金を徴収する｡ なお

､ １時間以内の利用は､ １時間利用したものとみなす｡

８ ２分割利用

� イベントホールをＡ室､ Ｂ室に２分割して利用する場合､ 次の料金を徴収する｡

ア 同一利用者がＡ室､ Ｂ室を併用利用する場合､ Ａ室にかかる利用料金は､ 全室

利用の所定料金に0.55を乗じて得た額とし､ Ｂ室に係る利用料金は､ 全室利用の

所定料金に0.45を乗じて得た額とする｡

イ 別の利用者がＡ室又はＢ室を単独利用する場合､ Ａ室に係る利用料金は､ 全室

利用料金の所定料金に0.75を乗じて得た額とし､ Ｂ室に係る利用料金は､ 全室利

用の所定料金に0.65を乗じて得た額とする｡

� 大会議室又は交流ギャラリーをＡ室､ Ｂ室に２分割して利用する場合､ 次の料金

を徴収する｡

ア 同一利用者がＡ室､ Ｂ室を併用利用する場合､ Ａ室にかかる利用料金は､ 全室

利用の所定料金に0.50を乗じて得た額とし､ Ｂ室に係る利用料金は､ 全室利用の

所定料金に0.50を乗じて得た額とする｡

イ 別の利用者がＡ室又はＢ室を単独利用する場合､ Ａ室に係る利用料金は､ 全室

利用料金の所定料金に0.70を乗じて得た額とし､ Ｂ室に係る利用料金は､ 全室利

用の所定料金に0.70を乗じて得た額とする｡

９ 臨時開館による利用

休館日に､ 福岡県国際文化情報センター条例施行規則に基づき､ 知事が必要と認め

て臨時開館を行い利用する場合は､ 土・日・祝日の利用料金を適用する｡

� 附属設備等利用料金

ア 福岡シンフォニーホール
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部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容

楽

屋

大楽屋１ 室 3,570 (定員69人)

大楽屋２ 室 1,785 (定員30人)

楽屋１ 室 2,415 (定員３人)

楽屋２ 室 2,415 (定員３人)

楽屋３ 室 1,995 (定員２人)

楽屋４ 室 1,995 (定員２人)

ソリスト控室 室 3,570 (定員３人)､ ピアノあり

主催者控室 室 420 (定員８人)

指揮者控室 室 4,515 (定員３人)､ ピアノあり

楽

器

フルコンサートピアノ２台
(外国製)

台 16,800 スタインウェイＤ274

フルコンサートピアノ１台
(外国製)

台 16,800 ベーゼンドルファー290
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フルコンサートピアノ１台
(日本製)

台 9,450 ヤマハＣＦⅢ-Ｓ

舞

台

オーケストラピット 式 15,435

ひな段迫り 式 12,600 ９分割

ブロセニアムセット 式 21,420 (１回当たりの金額)

室内楽用音響反射板セット 式 21,420 (１回当たりの金額)

楽士椅子 脚 105

楽士椅子Ａ 式 4,200 50脚～80脚

楽士椅子Ｂ 式 6,300 81脚以上

譜面台 台 105

譜面灯 台 157

指揮者台セット 式 787

長机 台 157

椅子 脚 52

コーラス台１ 台 210 1800×600×600

コーラス台２ 台 210 1800×600×300

金屏風 双 2,835 750×2400

プログラムスタンド 台 315 Ｈ1500×W420

演台 式 840 1400×600×1100

司会者台 台 630 750×500×1150

国旗 枚 735 1500×2250

県旗 枚 735 1500×2250

地絣 枚 4,200 18ｍ×11ｍ

Ａセット 式 7,350 地明かり

Ｂセット 式 15,750 反響板灯

Ｃセット 式 10,500 プロセニアム標準

Ｄセット 式 35,700 200ＫＷまで

ボーダーライト 列 1,050

照

明

アッパーホリゾントライト 式 3,150

ロアーホリゾントライト 式 2,100

シーリングスポットライト 式 4,200

ビンスポットライト (２ＫＷ) 台 3,570 クセノン

コンダクタースポットライト 台 630

スポットライト (１ＫＷ未満) 台 315

スポットライト (１ＫＷ) 台 525

スポットライト (１.５ＫＷ) 台 735

スポットライト (２ＫＷ) 台 1,050

スポットライト (３ＫＷ) 台 1,260

スポットライト (ＨＭＩ) 台 5,250 エフェクトマシンは含まない

ストリップライト
(130Ｗ×12灯)

台 315

ストリップライト
(130Ｗ×６灯)

台 157

ＰＴＦＧスポットライト 台 3,150

効果用スポットライト
(１ＫＷ)

台 840
エフェクトマシンは含まな
い

効果用スポットライト
(２ＫＷ)

台 1,050
エフェクトマシンは含まな
い

エフェクトマシン 台 1,050

ストロボ 台 1,050

カラーチェンジャー 台 1,050

照明持込料 式 12,600 持込卓がある場合

カラーフィルター 枚 315

特殊電源料 (１ＫＷにつき) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷにつき) ＫＷ 262

拡声装置 式 5,250

オーブン式テープレコーダー
(８ｃｈ)

台 4,200
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イ イベントホール
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音

響

オーブン式テープレコーダー
(２ｃｈ)

台 2,100

カセットテープレコーダー 台 1,470

MDプレーヤー 台 2,100

ＤＡＴ 台 2,625

ＣＤプレーヤー 台 1,470

３点吊マイク装置 台 1,050 マイク別

１点吊マイク装置 台 525 マイク別

マイクロフォン (ワイヤレス) 本 2,625

マイクロフォン (コンデンサ) 本 2,100

マイクロフォン (ダイナミック) 本 1,260

マイクスタンド (大型) 台 210

マイクスタンド (その他) 台 210

移動型スピーカー (大型) 台 2,100

移動型スピーカー (中型) 台 1,575

移動型スピーカー (小型) 台 1,050

ワイヤレスインカム 台 1,050

ＰＡ持込料 式 14,700 持込卓がある場合

録音録画料 式 6,300

中継ミキサー室 式 6,300

ＴＶトランクＢＯＸ 式 10,500

ラジオトランクＢＯＸ 式 6,300

映
像

スクリーン 式 4,515 ９ｍ×3.4ｍ

撮影用カメラ 台 13,650

その他 インターネット回線 式 3,150

��

������	
����������

�������������������

���������� !"#$%&��'()*��

部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容

楽

屋

楽屋１ (個室) 室 2,730 (定員３人)

楽屋２ (個室) 室 3,150 (定員３人)

楽屋３ (個室) 室 2,730 (定員３人)

応接控室 室 3,150 (定員５人)

主催者控室 室 420 (定員８人)

控室1 室 1,155 (定員12人)

控室2 室 1,575 (定員16人)

楽 器
フルコンサートピアノ１
(日本製)

台 9,450 カワイＥＸ


�

演台 式 840 555×835×1125

金屏風 双 2,835 ６曲､ 750×2400

平台 台 315 1800×900×300

めくり台 台 472 420×420×1500

国旗 枚 735 900×1350

県旗 枚 735 900×1350

譜面台 台 105 おりたたみ式

長机 台 157 1800×600×700

長机 (幕板付き) 台 157 1800×600×700

長机 (料理台用) 台 157 1800×900×700

丸テーブル 台 210 900φ・Ｈ700ｍｍ

椅子 脚 52

Ａセット 式 7,350 地明かり

Ｂセット 式 10,500 100ＫＷまで

ミラーボール 式 2,835 (600φ)

ミラーボール 式 1,470 (300φ)

アッパーホリゾントライト 色 525

+,



ウ 国際会議場
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ロアーホリゾントライト
(300Ｗ)

式 2,100

ロアーホリゾントライト
(130Ｗ)

式 735

ピンスポットライト (２ＫＷ) 台 3,570 クセノン

ピンスポットライト (１ＫＷ) 台 2,835 ハロゲン

スポットライト
(１ＫＷ未満)

台 315

スポットライト (１ＫＷ) 台 525

スポットライト (1.5ＫＷ) 台 735

スポットライト (２ＫＷ) 台 1,050

スポットライト (３ＫＷ) 台 1,260

スポットライト (ＨＭＩ) 台 5,250 エフェクトマシンは含まない

効果用スポットライト
(１ＫＷ)

台 840

エフェクトマシン 台 1,050

照明持込料 式 12,600 持込卓がある場合

カラーフィルター 枚 315

特殊電源料 (１ＫＷにつき) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷにつき) ＫＷ 262

音

響

拡声装置 式 5,250

移動型操作卓 卓 4,200 カセット､ ＣＤ付

オーブン式テープレコーダー
(２ｃｈ)

台 2,100

カセットテープレコーダー 台 1,470

ＤＡＴ 台 2,625

ＭＤプレーヤー 台 2,100

ＣＤプレーヤー 台 1,470

マイクロフォン (ワイヤレス) 本 2,100

マイクロフォン (コンデンサ) 本 1,365

マイクロフォン (ダイナミック) 本 840

マイクスタンド (大型) 台 210

マイクスタンド (その他) 台 210

移動型スピーカー (中型) 台 1,575

移動型スピーカー (小Ａ型) 台 1,050

移動型スピーカー (小Ｂ型) 台 1,050

ＰＡ持込料 式 14,700 持込卓がある場合

録音録画料 式 6,300

中継ミキサー室 式 6,300

ＴＶトランクＢＯＸ 式 10,500

ラジオトランクＢＯＸ 式 6,300

映

像

ビデオプロジェクター ２面 16,800 150インチ

１/２ＶＴＲ 台 9,450

Ｓ－ＶＨＳ 台 2,100

８ｍｍＶＴＲ 台 2,100

スチールビデオ 台 1,470

資料提示装置 台 3,150

スライドテレビコンバーター 台 3,675

16ｍｍ映写機 台 5,775 クセノン､ ２ＫＷ

スクリーン 式 4,515 ９ｍ×4.7ｍ､ 巻取式

撮影用カメラ 台 13,650

��� インターネット回線 式 3,150
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部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容
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エ 文化情報ラウンジ

� 円形ホール
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楽

屋

ＶＩＰルーム 室 18,900 (定員約10人)

特別控室１ 室 4,410 (定員約７人)

特別控室２ 室 7,245 (定員約８人)

特別控室３ 室 3,255 (定員約５人)

特別控室４ 室 3,255 (定員約５人)

特別控室５ 室 4,095 (定員約６人)

�� 金屏風 双 2,835 ６曲､ Ｗ750×Ｈ2700


�

ピンスポットライト (１ＫＷ) 台 2,835 ハロゲン

特殊電源料 (１ＫＷ) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷ) ＫＷ 262

�
�

拡声装置 式 3,150

カセットテープレコーダー 台 1,470

ＣＤプレーヤー､ ＣＤ－
ＭＤラジカセ

台 1,470

ＤＡＴ 台 2,625

マイクロフォン (ワイヤレス) 本 1,575

マイクロフォン (コンデンサ) 本 840

マイクロフォン (ユニット
マイク)

本 420

マイクスタンド (大型) 台 210

マイクスタンド (その他) 台 210

移動型スピーカー (大型) 台 1,680

ＰＡ持込料 式 14,700

映

像

ビデオプロジェクター 面 7,350 120インチ

１/２ＶＴＲ 台 9,450

Ｓ－ＶＨＳ､ ＤＶＤプレーヤー 台 2,100

８ｍｍＶＴＲ 台 2,100

スチールビデオ 台 1,470

スライドテレビコンバーター 台 3,675

ＯＨＰ (スクリーン含む) 式 1,575

撮影用カメラ 台 13,650

資料提示装置 台 3,150

ビデオポインター 台 2,100

�
�

�

パネルスクリーン 式 2,100 ５枚

同時通訳装置 式 15,750 ６チャンネル､ レシーバーなし

同時通訳者ブース 室 1,050

インターネット回線 式 3,150

ファクシミリ 台 840

��

����	
������������

�������������������

������� �!"#$%&'(��)*+,��

部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容

-. セミコンサートピアノ 台 4,200 ヤマハＣ７Ｅ

�� 演台 台 840 700×500×1000


�

調光装置 式 2,625

スポットライト (１ＫＷ未満) 台 315

ムービングライト 台 2,100

照明持込料 式 12,600 持込卓がある場合

特殊電源料 (１ＫＷにつき) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷにつき) ＫＷ 262

拡声装置 式 2,625

ＭＤプレーヤー 台 2,100

/0



� セミナー室

� 交流ギャラリー
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�

ＣＤプレーヤー､ ＣＤ－Ｍ
Ｄラジカセ

台 1,470

ＤＡＴ 台 2,625

カセットテープレコーダー 台 1,470

マイクロフォン (ワイヤレス) 本 2,100

マイクロフォン (コンデンサ) 本 840

マイクロフォン (ダイナミック) 本 420

マイクスタンド (卓上型) 本 210

マイクスタンド (ブーム型) 本 210

移動型スピーカー 台 1,050

ＰＡ持込料 式 14,700

音響反射板 式 2,100

ＴＶトランクＢＯＸ 式 6,300

ラジオトランクＢＯＸ 式 6,300

�
�

ビデオプロジェクター 面 8,400 150インチ

Ｓ－ＶＨＳ､ ＤＶＤプレーヤー 台 2,100

��� インターネット回線 式 3,150

��

���	
�������������

����������	��������

������� �!"#$%&'(��)*+,��

部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容


�

コントロール卓 式 2,625
カセットデッキ (セミナー
室２のみ)

マイクロフォン (ダイナミック) 本 262

マイクスタンド (床上型) 台 262

マイクスタンド (卓上型) 台 262

ワイヤレスマイク 本 1,575
ポータブルアンプ専用・１
本まで接続可能

移動型スピーカー 式 2,100 セミナー室２のみ

ポータブルアンプ 式 1,575

ＣＤ・ＭＤラジカセ 台 1,470

�
�

３３型カラーモニター 台 2,100

ＯＨＣ 式 3,150
書画カメラ・ビデオの出力
のみ

ＯＨＰ (スクリーン含む) 式 1,575
スクリーンサイズは1.8ｍ×
1.8ｍ

スライド映写機 台 1,575 Ｓ－ＡＶハロゲンスライド

ＤＶＤプレーヤー 台 2,100

パネルスクリーン 枚 525 1800×1800折りたたみ式

��� インターネット回線 式 3,150

��

���	
�������������

����������	��������

������� �!"#$%&'(��)*+,��

部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容

�
�

スポットライト (130ＫＷ) 台 262

スポットライト (85ＫＷ) 台 210

特殊電源料 (１ＫＷにつき) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷにつき) ＫＷ 262

-. コントロール卓 式 2,100
カセットデッキ､ ＣＤプレ
ーヤー

�
�
�

可動パネル 枚 210 1200×2400

展示台 台 210 750×600×700

展示ステージ 台 210 750×600×185

/0



オ 会議室

カ 練習室

公告

平成22年度福岡県ふぐ処理師試験 (平成23年３月８日実施) の合格者を次のように発

表する｡
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部門 品 名 単位
料金 (円)

内 容
大会議室 会議室


�

特殊電源料 (１ＫＷにつき) ＫＷ 472

持込器具 (１ＫＷにつき) ＫＷ 262

�
�

拡声装置 式 3,150

ポータブルアンプ 式 1,575 カセット､ マイク１

レクチュア台 式 2,100 カセット､ マイク１

録音卓 台 1,575
カセット､ マイク
２ (拡声なし)

マイクロフォン (ワイヤレス) 本 1,575 1,575

マイクロフォン (ダイナミ
ック)

本 420 420

マイクスタンド (大型) 台 210 210

マイクスタンド (卓上型) 台 210 210

カセットデッキ 台 1,470

ＣＤプレーヤー､ ＣＤ－Ｍ
Ｄラジカセ

台 1,470

�
�

ビデオプロジェクター 面 6,300 100インチ

ＡＶワゴン 式 5,250

ワールドビデオ､ 9
㎜ビデオ､ カセッ
トデッキ､ ＨＤＴ
Ｖ (36型)

８ｍｍＶＴＲ 台 2,100

Ｓ－ＶＨＳ､ ＤＶＤプレーヤー 台 2,100

スチールビデオ 台 1,470

ＯＨＰ (スクリーン含む) 台 1,575 1,575

スライドテレビコンバーター 台 3,675

パネルスクリーン (パーテ
ション)

式 2,100 525
大会議室５枚一式､
会議室１枚料金

+�, インターネット回線 式 3,150 3,150

��

������	
����������

�������������������

���������� !"#$%&��'()*��

部門 品 名 単位 料金 (円) 内 容

�
�

フルコンサートピアノ
(日本製)

台 7,350 カワイＧＳ100､ 練習室１

セミコンサートピアノ
(日本製)

台 4,200 カワイＣＡ70Ｎ､ 練習室３

�
�

楽士椅子 脚 105 ピアノ用､ コントラバス用

譜面台 台 105

�
�

移動型操作卓 台 4,200 カセットデッキ､ ＣＤ, ＭＤ

マイクロフォン (ダイナミ
ック)

本 315

マイクスタンド (大型) 台 210

移動型スピーカー 台 2,100 ２台セット

��

������	
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���������� !"#$%&��'()*��
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平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

｢福岡県指定確認検査機関の処分の基準 (案) ｣ 及び ｢福岡県指定構造計算適合性判

定機関の処分の基準 (案) ｣ について､ 次のとおり意見を募集します｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見募集期間

平成23年３月18日から平成23年４月18日まで

２ 概要､ 受付方法等

関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲載

するほか､ 福岡県建築都市部建築指導課に備え置きます｡

公告

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第11条第３項の規定に基づき､ 大規模

小売店舗の承継の届出があったので､ 次のとおり公告する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成23年３月10日

２ 届出をした者の名称､ 代表者の氏名及び住所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

支配人 友松義信

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

３ 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 ヤマダ電機テックランド志免店

所在地 福岡県糟屋郡志免町南里五丁目77－１

４ 承継があった年月日

平成22年11月12日

５ 承継前に届出をした者の名称及び住所

名称 株式会社日本エスコン

住所 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号

６ 承継の理由

信託のため

７ 承継に係る店舗面積
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受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１ 32 60 89 116

２ 33 62 90 117

５ 34 65 91 118

11 35 67 93 119

12 36 69 94 121

15 37 71 95 123

16 38 72 97 126

17 39 73 98 129

19 40 74 100 130

20 41 75 101 131

21 43 77 102 132

22 45 78 104 133

24 48 79 107 135

26 50 80 109 136

27 51 85 110 137

28 54 86 112 139

30 56 87 114 140

31 59 88 115 142

��



6,744㎡

公告

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第86条第１項の規定に基づき､ 総合設計による

一団地の区域を次のように認定したので､ 同条第８項の規定により公告する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号) 第５条第１項の規定に基づ

き､ 福岡県農業振興地域整備基本方針を変更したので､ 同条第３項において準用する同

法第４条第７項の規定により次のとおり公表する｡

平成23年３月30日

福岡県知事 麻 生 渡
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認定申請者氏名 公告対象区域 認定番号
認 定
年月日

公告に係る
対象区域等
を縦覧に供
する場所

アネシス空港東団地
管理組合法人
理事長 國生 安夫

糟屋郡志免町大字別府442番
５､ 447番２､ 457番42､ 457
番108､ 457番109､ 474番１､
474番11

福岡－１
平成21年
４月22日

福岡県土整備
事務所
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福岡県公安委員会規則第８号

福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を制定し､ ここに公布する｡

平成23年３月30日

福岡県公安委員会

福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

第１条 福岡県道路交通法施行細則 (昭和47年福岡県公安委員会規則第７号) の一部を

次のように改正する｡

別表第１一般国道の部200号の項中 ｢同市津田町5159番３先｣ を ｢飯塚市片島２丁

目５番２先｣ に改め､ 同部202号の項中

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部208号の項中

｣

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部210号の項中

｣

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部264号の項中

｣

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部322号の項中

｣

｢

を

｣

｢

に改め､ 同表県道の部城野砂津線

｣

の項中 ｢北九州市小倉北区神岳２丁目７番12地先｣ を ｢北九州市小倉北区三郎丸１丁目

25番１地先｣ に改め､同部大蔵到津線の項の次に次のように加える｡
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公安委員会

福岡市南区向新町２丁目796番２から同区向新町２丁
目908番まで

福岡市南区向新町２丁目796番２から同区向新町２丁
目908番まで

福岡市西区今宿町字高田267番１から糸島市波多江字
馬渡301番１まで

大牟田市岬町１番16から柳川市大和町栄字東浦田1487
番１まで

大牟田市岬町１番16から柳川市大和町栄字東浦田148
7番１まで

柳川市東蒲池字榎町21番１から大川市大字三丸字深
町1037番１まで

久留米市東�原町字太田2854番２からうきは市浮羽
町三春字 取609番１先の福岡県と大分県との境界ま
で

うきは市浮羽町三春字�ノ下ノ486番２先の福岡県と
大分県との境界から同市浮羽町三春字東虹峠６番15
先の福岡県と大分県との境界まで

うきは市吉井町鷹取字黒原96番３から同市浮羽町山
北字尾上607番１まで

久留米市田主丸町常盤字正ノ前237番２からうきは市
浮羽町山北字尾上607番１まで

久留米市東�原町字太田2854番２からうきは市浮羽
町三春字 取609番１先の福岡県と大分県との境界ま
で

うきは市浮羽町三春字�ノ下ノ486番２先の福岡県と
大分県との境界から同市浮羽町三春字東虹峠６番15
先の福岡県と大分県との境界まで

久留米市大石町507番26先の福岡県と佐賀県との境界
から同市大石町507番26先まで

久留米市大石町507番26先の福岡県と佐賀県との境界
から同市大石町507番26先まで

久留米市中央町11番12先から同市日吉町15番52先ま
で

久留米市東合川７丁目12番28先から同市東合川５丁
目６番34先まで

久留米市東合川７丁目12番28先から同市東合川５丁
目６番34先まで

田川市平松町3170番235先から同市平松町2035番68先
まで

��
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別表第１県道の部筑紫野古賀線の項の次に次のように加える｡

別表第１県道の部中

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部江口長門石江

｣

島線の項の次に次のように加える｡

別表第１県道の部蜷川草野線の項の次に次のように加える｡

別表第１県道の部安武本国分線の項の次に次のよう加える｡

別表第１県道の部直方宗像線の項の次に次のように加える｡

別表第１県道の部田川直方線の項の次に次のように加える｡

別表第１県道の部水田大川線の項中

｢

を

｣

｢

に改め､ 同部谷垣徳増線の項中 ｢

｣

谷垣徳増線｣ を ｢谷垣徳益線｣ に､ ｢大和町徳増｣ を ｢大和町徳益｣ に改め､ 同項の次

に次のように加える｡

別表第１県道の部直方芦屋線の項を削り､同部中

｢

を

｣
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中間引野線 北九州市八幡西区永犬丸西町４丁目1050番
７から同区里中３丁目29番地先まで

中間市中間２丁目6683番17先から同市蓮花
寺２丁目4933番13先まで

福岡東環状線 福岡市博多区浦田２丁目211番21地先から
同区月隈５丁目518番１地先まで

糟屋郡志免町志免中央２丁目561番１先か
ら同町志免中央３丁目1135番１先まで

糟屋郡志免町南里１丁目７番１先から同町
桜丘１丁目１番１先まで

山田中原福岡線 福岡市博多区博多駅南５丁目110番１地先
から同区博多駅南３丁目355地先まで

山田中原福岡線 福岡市博多区博多駅南５丁目110番１地先
から同区博多駅南３丁目355地先まで

筑紫郡那珂川町今光３丁目10番先から同町
今光１丁目66番先まで

殖木入地甘木線 久留米市田主丸町殖木354番３先から同市
田主丸町常盤237番５先まで

藤山国分一丁田
線

久留米市国分町1444・1446番合併２先から
同市諏訪野町1636番１先まで

直方芦屋線 直方市新町１丁目474番15先から遠賀郡遠
賀町大字島津3168番６先まで

中間宮田線 直方市大字植木37番３先から宮若市龍徳
1620番１先まで

中間市中間２丁目4014番４先から同市大字
垣生96番13先まで

柳川筑後線 柳川市東蒲池29番１先から同市三橋町柳河
148番２先まで

柳川市西蒲池1396番11先から大川市大字北古賀３番
２先まで

柳川市西蒲池1396番11先から大川市大字北古賀３番
２先まで

大川市大字三丸800番１先から同市大字三丸1031番２
先まで

徳益蒲船津線 柳川市大和町徳益26番３先から同市三橋町
柳河153番６先まで

山田中原福岡線 筑紫郡那珂川町今光３丁目10番先から同町
今光１丁目66番先まで

��



｢

に改め､ 同部福岡東環状線

｣

の項を次のように改める｡

別表第１県道の部福岡太宰府線の項中 ｢同郡志免町大字南里193番５先｣ を ｢同郡志

免町志免中央１丁目622番１先｣ に改め､ 同部岡垣遠賀線の項中 ｢遠賀郡遠賀町大字今

古賀509番１先｣ を ｢遠賀郡岡垣町大字戸切332番２先｣ に､ ｢同町｣ を ｢同郡遠賀町｣

に改め､ 同表市道の部福岡高速２号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部福岡高速５号線の項中 ｢同市南区向新町１丁目572番地先｣ を ｢同

市西区福重２丁目463番１地先｣ に改め､ 同部熊本大畠１号線の項の次に次のように加

える｡

別表第１市道の部前田東浜町１号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部枝光39号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部割子川１号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部東新町２丁目瓦町線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部城南日吉Ａ２号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部津福今白口Ｃ935号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部中泉105号線の項の次に次のように加える｡
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瑞梅寺池田線 糸島市波多江637番３先から同市波多江駅
北１丁目717番２先まで

志免須恵線 糟屋郡志免町志免中央１丁目686番４先か
ら同郡須恵町大字須恵511番11先まで

山田新宮線 糟屋郡新宮町大字三代826番３先から同町
下府２丁目536番２先まで

福岡高速３号線 福岡市博多区東光２丁目32番地先から同区
豊２丁目150番１地先まで

三萩野三郎丸１
号線

北九州市小倉北区三萩野１丁目１番２地先
から同区三郎丸３丁目８番２地先まで

尾倉27号線 北九州市八幡東区東田１丁目６番112地先
から同区東田１丁目４番101地先まで

東田前田２号線 北九州市八幡東区東田２丁目２番124から
同区東田１丁目３番119まで

則松188号線 北九州市八幡西区則松６丁目686番15地先
から同区則松４丁目1772番３地先まで

永犬丸48号線 北九州市八幡西区永犬丸４丁目５番101地
先から同区八枝５丁目１番101地先まで

永犬丸60号線 北九州市八幡西区則松７丁目18番103地先
から同区則松７丁目１番115地先まで

永犬丸67号線 北九州市八幡西区八枝４丁目３番109地先
から同区八枝２丁目４番101地先まで

永犬丸78号線 北九州市八幡西区八枝３丁目13番101地先
から同区八枝５丁目４番101地先まで

永犬丸108号線 北九州市八幡西区里中３丁目29番地先から
同区永犬丸５丁目３番１地先まで

通町１丁目健老
町線

大牟田市明治町３丁目４番７地先から同市
健老町423番７地先まで

新開町１号線 大牟田市新開町２番78地先から同市新開町
３番67地先まで

健老町14号線 大牟田市健老町425番２地先から同市健老
町426番７地先まで

大牟田市健老町503番１地先から同市健老
町443番地先まで

中央Ａ３号線 久留米市中央町１番７地先から同市中央町
10番19地先まで

野中国分Ｅ５号
線

久留米市国分町1326番５地先から同市国分
町1445番１地先まで
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別表第１市道の部五楽４号線の項の次に次のように加える｡

別表第１市道の部有木団地４号線の項の次に次のように加える｡

別表第１町道の部早見～若草線の項の次に次のように加える｡

第２条 福岡県道路交通法施行細則の一部を次のように改正する｡

別表第１一般国道の部202号の項中

｢

を

｣

｢

に改める｡

｣

附 則

この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡ただし､ 第２条の規定は､ 同年５月２

日から施行する｡

福岡県公安委員会告示第79号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第38条

第１項の規定に基づき､ 次の者を平成23年４月１日付けで少年指導委員として委嘱する

ので､ 少年指導委員規則 (昭和60年国家公安委員会規則第２号) 第２条の規定により告

示する｡

平成23年３月30日

福岡県公安委員会
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目尾・久保白線 飯塚市幸袋801番先から同市川津365番１先
まで

青葉中央通り線 田川市中央町3182番３先から同市大字伊田
4861番３先まで

大和枝光線 柳川市東蒲池24番地１から同市東蒲池68番
地４まで

御館・通谷線 中間市蓮花寺２丁目4647番１地先から同市
蓮花寺２丁目599番７地先まで

馬場口・大町線 朝倉市甘木677番26地先から同市甘木393番
２地先まで

黒崎開５号線 みやま市高田町黒崎開字御手作969番４先
から同市高田町黒崎開字三十丁2104番２先
まで

上須恵～平原線 糟屋郡須恵町大字須恵527番17先から同町
大字植木1120番２先まで

福岡市博多区井相田１丁目１番20から同区西月隈４
丁目528番２まで

福岡市南区向新町２丁目796番２から同区向新町２丁
目908番まで

福岡市博多区西月隈４丁目957番４から同市西区拾六
町１丁目44番１まで

氏 名 連 絡 先 活 動 区 域

大 崎 信 昭

092－734－0110
中央警察署 (少年係)

中央警察署の管轄区域

内 林 美恵子

佐 藤 隆 昭

林 和 子

坂 本 秀 代

後 藤 和 範

井 上 鴻 一

舌 間 建 喜

梅 月 智 子

赤 荻 博 司

満 生 博 文

092－412－0110
博多警察署 (少年係)

博多警察署の管轄区域

安 武 重次郎

松 村 秀 豊

片 岡 良 二

笹 山 守 人

迫 野 譲 二

中 村 康 三
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貞 閑 秀 男

福 山 和 代

田 中 満

梅 津 信 幸

早 川 哲 也

092－643－0110
東警察署 (少年係)

東警察署の管轄区域

大 崎 昭 彦

萩 尾 武 士

渡 辺 武 志

森 本 多津秋

井 手 英 一

中 山 雅 雄

勝 野 隆 悳

092－542－0110
南警察署 (少年係)

南警察署の管轄区域

重 松 悦 子

鶴 田 満 徳

堀 江 伸 子

内 野 富美子

矢 野 幸 子

樫 本 幸 好

平 木 幸 子

後 藤 武 司

092－847－0110
早良警察署 (少年係)

早良警察署の管轄区域
緒 方 健 二

田 崎 敏

吉 村 雄 二

富 山 孝 昭

092－805－6110
西警察署 (少年係)

西警察署の管轄区域
小 野 眞 利

中 村 幸 雄

早 船 達 智

森 實 二 夫
092－939－0110

粕屋警察署 (少年係)
粕屋警察署の管轄区域

結 城 満 義

092－929－0110
筑紫野警察署 (少年係)

筑紫野警察署の管轄区域

平 野 健 蔵

木 村 文 夫

関 泰 弘

古 屋 光 男

吉 田 前 0940－36－0110
宗像警察署 (少年係)

宗像警察署の管轄区域
永 里 芳 也

飯 田 昭 雄 0946－22－0110
朝倉警察署 (少年係)

朝倉警察署の管轄区域
中 原 茂 利

緒 方 弘 治

093－583－0110
小倉北警察署 (少年係)

小倉北警察署の管轄区域

永 尾 元 彦

山 下 邦 弘

吉 村 義 隆

村 田 忠 照

水 岩 敏 昭

杉 信 市

松 永 忠 義

丸 山 智 明

永 田 義 則

比 嘉 光 雄

吉 野 裕 晴

和 智 冏 子

093－923－0110
小倉南警察署 (少年係)

小倉南警察署の管轄区域
矢 野 了

濱 田 俊 史

林 利 治

宮 地 久 男
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古 野 智 慎 093－662－0110
八幡東警察署 (少年係)

八幡東警察署の管轄区域
坂 本 義 徳

古 賀 哲 雄

梶 原 茂 義

093－645－0110
八幡西警察署 (少年係)

八幡西警察署の管轄区域

松 浦 克 巳

木 村 幸 男

波多野 直 之

木 村 嘉 穐

塚 本 喬

093－691－0110
折尾警察署 (少年係)

折尾警察署の管轄区域
遠 藤 辰 信

讃 井 俊 文

手代木 勇 一

濱小路 兼 生

092－771－0110
若松警察署 (少年係)

若松警察署の管轄区域
山 下 康 子

仲 山 チエ子

作 間 忠 孝

坂 本 三 夫

093－861－0110
戸畑警察署 (少年係)

戸畑警察署の管轄区域
菊 池 茂 樹

原 田 修

宗 雪 修

山 口 三 男

093－321－0110
門司警察署 (少年係)

門司警察署の管轄区域
河 村 勝 美

杉 元 忍

清 水 信 之

三 宅 昭
0930－24－5110

行橋警察署 (少年係)
行橋警察署の管轄区域榎 信 義

増 田 哲 人

井 上 豊 治

片 桐 明 治 0948－21－0110
飯塚警察署 (少年係)

飯塚警察署の管轄区域
古 賀 利 広

尾 木 義 明

田 坂 勝 信
0948－57－0110

嘉麻警察署 (少年課)
嘉麻警察署の管轄区域

垰 岡 昌 秀 0949－22－0110
直方警察署 (少年係)

直方警察署の管轄区域
山 本 岩 視

入 舩 清

0947－42－0110
田川警察署 (少年係)

田川警察署の管轄区域

徳 野 康 博

吉 田 信 宏

重 藤 将 宏

福 田 秀 人

角 正 司

0942－38－0110
久留米警察署 (少年係)

久留米警察署の管轄区域

渕 上 憲士郎

服 部 昌 子

田 中 幹 雄

前 岡 義 人

大 谷 哲 也

熊 丸 雅 裕

野 瀬 利 宗

谷 川 侯 司 0943－22－5110
八女警察署 (少年係)

八女警察署の管轄区域
� 鍋 伸 彦

山 口 龍 二

0944－74－0110
柳川警察署 (少年係)

柳川警察署の管轄区域
原 田 美 治

木 下 一 �

坂 梨 博 行

木 下 幹 雄

藤 原 優 子
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福岡県内水面漁場管理委員会告示第２号

筑後川水系､ 矢部川水系､ 今川水系及び祓川水系をブルーギルの駆除推進水域に指定

し､ これらの水域において次の取組を行う｡

平成23年３月30日

福岡県内水面漁場管理委員会会長 原 口 敏 治

１ 取組内容

漁業者による駆除活動及び地域と連携した駆除活動の実施

２ 取組期間

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

福岡県内水面漁場管理委員会指示第５号

漁業法 (昭和24年法律第267号) 第67条第１項及び第130条第４項の規定により､ コイ

ヘルペスウイルス病のまん延を防止するため､ 次のとおり指示する｡

平成23年３月30日

福岡県内水面漁場管理委員会会長 原 口 敏 治

１ 指示の内容

次に掲げるコイ (マゴイ及びニシキゴイをいう｡ 以下同じ｡ ) は､ 県内の公共用水

面及びこれと連接一体を成す水面に放流してはならない｡ ただし､ 採捕したコイを同

じ場所に放流する場合は､ この限りでない｡

� 県内外の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面で採捕されたコイ

� コイヘルペスウイルス病の発生が確認された養殖場等で養殖又は飼育されたコイ

� ＰＣＲ検査 (ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう｡ ) を受け､ コイヘルペ

スウイルスが検出されなかったことが証明されていないコイ

２ 指示の期間

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

西日本宝くじ事務協議会告示第１号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2009回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2009回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 800,000,000円

10万通 40組

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年４月１日から

平成23年４月12日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年４月14日

７ 当せん金支払開始日 平成23年４月19日

８ 当せん金の額及び当せんの数
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斉 藤 敏 博
0944－43－0110

大牟田警察署 (少年係)
大牟田警察署の管轄区域吉 岡 靖 �

末 藤 勝 士

田 中 一 枝

内水面漁場管理委員会

雑 報

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 100,000,000円 1本

１ 等 の 前 後 賞 5,000,000円 2本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 39本
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９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第２号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2010回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2010回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 300,000,000円

10万通 30組

４ 証 票 金 額 １枚 100円

５ 発 売 期 間 平成23年４月13日から

平成23年４月26日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年４月28日

７ 当せん金支払開始日 平成23年５月６日

８ 当せん金の額及び当せんの数

９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第３号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2011回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2011回西日本宝くじ
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２ 等 20,000,000円 2本

３ 等 10,000,000円 4本

４ 等 100,000円 40本

５ 等 10,000円 4,000本

６ 等 1,000円 40,000本

７ 等 200円 400,000本

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 20,000,000円 1本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 2本

１ 等 の 組 違 い 賞 50,000円 29本

２ 等 1,000,000円 2本

３ 等 100,000円 60本

４ 等 10,000円 600本

５ 等 5,000円 6,000本

６ 等 1,000円 30,000本

７ 等 100円 300,000本
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２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 600,000,000円

300万通

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年４月13日から

平成23年４月26日まで

６ 当せん金支払開始日 平成23年４月13日

７ 当せん金の額及び当せんの数

８ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第４号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2012回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2012回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 600,000,000円

300万通

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年４月27日から

平成23年５月10日まで

６ 当せん金支払開始日 平成23年４月27日

７ 当せん金の額及び当せんの数

８ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第５号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2013回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日
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等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 500,000円 24本

２ 等 50,000円 102本

３ 等 10,000円 204本

４ 等 5,000円 30,000本

５ 等 500円 70,836本

６ 等 200円 300,000本

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 200,000円 36本

２ 等 30,000円 360本

３ 等 10,000円 15,000本

４ 等 500円 73,080本

５ 等 200円 300,000本
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鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2013回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 250,000,000円

10万通 25組

４ 証 票 金 額 １枚100円

５ 発 売 期 間 平成23年５月２日から

平成23年５月17日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年５月19日

７ 当せん金支払開始日 平成23年５月24日

８ 当せん金の額及び当せんの数

９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第６号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2014回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2014回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 250,000,000円

10万通 25組

４ 証 票 金 額 １枚 100円

５ 発 売 期 間 平成23年６月１日から

平成23年６月14日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年６月16日

７ 当せん金支払開始日 平成23年６月21日

８ 当せん金の額及び当せんの数
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等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 1本

１ 等 の 前 後 賞 3,000,000円 2本

１ 等 の 組 違 い 賞 50,000円 24本

２ 等 1,000,000円 3本

３ 等 100,000円 50本

４ 等 10,000円 500本

５ 等 5,000円 5,000本

６ 等 1,000円 25,000本

７ 等 100円 250,000本

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 7,770,000円 3本

２ 等 100,000円 75本

３ 等 10,000円 2,500本

４ 等 1,000円 25,000本

５ 等 100円 250,000本
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９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第７号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2015回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2015回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 600,000,000円

300万通

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年６月１日から

平成23年６月14日まで

６ 当せん金支払開始日 平成23年６月１日

７ 当せん金の額及び当せんの数

８ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第８号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2016回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2016回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 300,000,000円

10万通 30組

４ 証 票 金 額 １枚 100円

５ 発 売 期 間 平成23年６月15日から

平成23年６月28日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年６月30日

７ 当せん金支払開始日 平成23年７月５日

８ 当せん金の額及び当せんの数
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等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 9本

２ 等 50,000円 75本

３ 等 10,000円 450本

４ 等 5,000円 30,000本

５ 等 500円 74,520本

６ 等 200円 300,000本
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９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第９号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2017回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2017回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 900,000,000円

10万通 45組

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年６月22日から

平成23年７月10日まで

６ 抽 せ ん 日 平成23年７月12日

７ 当せん金支払開始日 平成23年７月19日

８ 当せん金の額及び当せんの数

９ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会告示第10号

当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第７条第１項の規定に基づき､ 第2018回

西日本宝くじの発売条件等を次のように定める｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�
�
�
�

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 20,000,000円 1本

１ 等 の 前 後 賞 1,000,000円 2本

１ 等 の 組 違 い 賞 50,000円 29本

２ 等 1,000,000円 2本

３ 等 100,000円 30本

４ 等 30,000円 300本

５ 等 5,000円 6,000本

６ 等 1,000円 30,000本

７ 等 100円 300,000本

等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 30,000,000円 2本

１ 等 の 前 後 賞 10,000,000円 4本

１ 等 の 組 違 い 賞 100,000円 88本

２ 等 10,000,000円 4本

３ 等 1,000,000円 45本

４ 等 50,000円 450本

５ 等 10,000円 4,500本

６ 等 1,000円 45,000本

７ 等 200円 450,000本
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・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2018回西日本宝くじ

２ 受託銀行等の名称 株式会社みずほ銀行

及 び 所 在 地 東京都千代田区内幸町１－１－５

３ 発売総額及び通数 600,000,000円

300万通

４ 証 票 金 額 １枚 200円

５ 発 売 期 間 平成23年６月29日から

平成23年７月12日まで

６ 当せん金支払開始日 平成23年６月29日

７ 当せん金の額及び当せんの数

８ 注 意 事 項

� 受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は､ 当せん金を受領することができ

ない｡

� 証票は転売できない｡

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2019回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 600,000,000円

300万通

３ 証 票 金 額 １枚 200円

４ 発 売 期 間 平成23年７月13日から

平成23年８月２日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 264,690,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 53,909,730円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 36,600,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2020回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 300,000,000円
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等 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 500,000円 21本

２ 等 10,000円 1,500本

３ 等 5,000円 30,000本

４ 等 500円 58,170本

５ 等 200円 300,000本
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１組10万通 30組

３ 証 票 金 額 １枚 100円

４ 発 売 期 間 平成23年７月27から

平成23年８月９日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 127,450,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 29,687,595円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 14,850,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2021回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 700,000,000円

１組10万通 35組

３ 証 票 金 額 １枚 200円

４ 発 売 期 間 平成23年８月17日から

平成23年８月30日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 308,400,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 60,883,095円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 26,600,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2022回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 300,000,000円

１組10万通 30組

３ 証 票 金 額 １枚 100円

４ 発 売 期 間 平成23年８月24日から

平成23年９月６日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 127,450,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 29,688,645円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 14,850,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本
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・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2023回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 700,000,000円

350万通

３ 証 票 金 額 １枚 200円

４ 発 売 期 間 平成23年８月31日から

平成23年９月13日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 308,490,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 63,209,265円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 42,700,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2024回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 300,000,000円

１組10万通 30組

３ 証 票 金 額 １枚 100円

４ 発 売 期 間 平成23年９月14日から

平成23年９月27日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 127,450,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 29,685,495円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 14,850,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日

西日本宝くじ事務協議会公告

当せん金付証票の発売に関し､ 当せん金付証票法 (昭和23年法律第144号) 第６条第

３項の規定により次のとおり公告するので､ 受託を希望する銀行等は所定の日までに申

請されたい｡

平成23年３月30日

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山の各市長の名に

おいて

西日本宝くじ事務協議会会長 福岡県知事 麻 生 渡

１ 名 称 第2025回西日本宝くじ

２ 発売総額及び通数 700,000,000円

350万通

３ 証 票 金 額 １枚 200円

４ 発 売 期 間 平成23年９月14日から

平成23年９月27日まで

５ 当 せ ん 金 の 総 額 発売総額に対し 308,630,000円

６ 売 り さ ば き 及 び

当せん金支払手数料 発売総額に対し 63,098,280円

７ そ の 他 発 売 経 費 発売総額に対し 42,700,000円

８ 受 託 申 請 期 限 平成23年４月13日
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